
４
月
「
新
学
期
が
始
ま
っ
た
」
と
思

っ
て
い
た
ら
、
今
月
末
に
は
夏
休
み
が

始
ま
り
ま
す
。
こ
の
３
ヶ
月
の
間
に
、

み
な
さ
ん
の
周
り
で
新
し
く
始
ま
っ
た

こ
と
は
あ
り
ま
し
た
か
。 

国
で
は
、
障
害
者
差
別
解
消
法
に
基

づ
く
基
本
方
針
の
改
定
（
事
業
者
の
合

理
的
配
慮
の
義
務
化
）
と
民
法
に
関
す

る
規
定
な
ど
の
見
直
し
、
Ｄ
Ｖ
や
性
被

害
に
直
面
す
る
女
性
を
対
象
に
し
た
女

性
支
援
新
法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
宇

佐
市
で
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓

制
度
の
開
始
や
公
立
中
学
校
の
標
準
服

の
導
入
な
ど
、
共
に
生
き
る
社
会
の
実

現
に
向
け
た
新
し
い
始
ま
り
が
あ
り
ま

し
た
。 

法
や
制
度
が
新
し
く
な
っ
た
か
ら
す

ぐ
に
社
会
が
変
わ
る
と
は
言
い
切
れ
ま

せ
ん
。
新
し
い
制
度
が
浸
透
す
る
に
は

私
た
ち
の
意
識
や
行
動
に
か
か
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
た

め
に
も
一
人
一
人
が
し
っ
か
り
考
え
行
動

す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。 

平
成

28

年
、
差
別
解
消
に
向
け
、
お

互
い
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
、
共
に
生

き
る
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
に
人

権
３
法
（
障
害
者
差
別
解
消
法
・
ヘ
イ
ト

ス
ピ
ー
チ
解
消
法
・
部
落
差
別
解
消
推
進

法
）
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
私
た
ち
の
周

り
に
は
、
部
落
差
別
問
題
を
は
じ
め
、
女

性
や
子
ど
も
、
高
齢
者
、
障
が
い
の
あ
る

人
、
外
国
人
に
対
す
る
偏
見
や
差
別
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
が
存
在
し
て
い
ま

す
。
全
て
の
人
が
お
互
い
を
認
め
合
い
、

誰
も
差
別
せ
ず
、
誰
も
差
別
さ
れ
な
い
社

会
に
な
る
こ
と
は
私
た
ち
の
願
い
で
す
。 

日
本
国
憲
法
第
14

条
は
「
す
べ
て
国

民
は
、
法
の
下
に
平
等
で
あ
っ
て
、
人
種
、

信
条
、
性
別
、
社
会
的
身
分
又
は
門
地
に

よ
り
、
政
治
的
、
経
済
的
又
は
社
会
的
関

係
に
お
い
て
、
差
別
さ
れ
な
い
」
と
う
た

っ
て
い
ま
す
。
認
識
不
足
や
偏
見
で
相
手

を
傷
つ
け
、
人
権
を
侵
害
す
る
こ
と
が
な
い
よ

う
、
一
人
一
人
が
人
権
意
識
を
高
め
、
多
様
性

を
認
め
合
い
、
互
い
に
支
え
合
う
社
会
を
目
指

し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 
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